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熊本地震に関する緊急の声明 

 

4 月 14 日、同月 16 日の２度にわたって最大震度７を観測した熊本における巨大地震は、

その後も余震が断続的に続き、現在もなお予断を許さない状況にあります。 

この地震で現在までに亡くなった方 48 名、行方不明者 2 名、震災関連死と思われる方が

12 名に上り、今なお避難生活を余儀なくされている方々が 6 万人にも上っています。被災

者の方々の心身の疲労は極限に達しており、その苦痛と不安は筆舌に尽くしがたいもので

あると思われます。 

震災により亡くなられた方々に心からの哀悼の意を表するとともに、被害に遭われた皆

様には心からお見舞いを申し上げます。政府・被災地自治体等による現場支援が十分に発

揮され、厳しい環境下におかれている被災者の方々の救助ならびに生活支援が早急になさ

れ、インフラ復旧と被災者の方々のニーズに基づく 1日も早い復興を願ってやみません。 

福岡県弁護士会は、本日より、緊急の無料法律相談を実施し、被災地熊本県弁護士会と

も連携しながら、緊急の電話相談等にも尽力していく所存です。 

今後、被災者の皆様の被害回復と権利保護のために、全力を挙げる決意であることを表

明いたします。 
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